
2021年4月1日

令和７年９月

浦河労働基準監督署

監督・安衛課長

令和７年度

石綿による健康障害防止対策に関する説明会

～全国労働衛生週間について～

労働基準局

広報キャラクター たしかめたん



準備期間（９月１日から30日まで）に実施する事項

⚫  過重労働による健康障害防止対策

⚫  職場におけるメンタルヘルス対策

⚫  職場における転倒・腰痛災害の予防対策

⚫  化学物質による健康障害防止対策

⚫  石綿による健康障害防止対策

⚫  職場の受動喫煙防止対策

⚫  治療と仕事の両⽴⽀援対策

⚫  職場の熱中症予防対策の推進

⚫  テレワークでの労働者の作業環境、健康確保

⚫  小規模事業場における産業保健活動の充実

⚫  ⼥性の健康課題への取組

⚫  東日本大震災等に関連する労働衛⽣対策の推進

１ 第76回 全国労働衛⽣週間

スローガン

『ワーク･ライフ･バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場』
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https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001548106.pdf


２ 全国労働衛⽣週間準備期間に実施する事項
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職場におけるメンタルヘルス対策【精神疾患に係る労災の発⽣状況】

令和５年度の精神障害の労災⽀給決定件数／事業場規模別

出典：労災支給決定件数は令和５年度「過労死等の労災補償状況」を基に加工
労働者数は令和４年「労働基準監督年報」

全体 10人未満 10-29人 30-49人 50-99人 100-299人 300-499人 500-999人 1000人以上

精神障害の
労災支給
決定件数

877件
（100）

136件
（15.5）

199件
（22.7）

100件
（11.4）

114件
（13.0）

147件
（16.8）

65件
（7.4）

45件
（5.1）

71件
（8.1）

労働者数
55,143,895人

【100】
9,287,959人

【16.8】
13,152,068人

【23.9】
6,491,004人

【11.8】
7,505,914人

【13.6】
8,700,101人

【15.8】
10,006,849人

【18.1】

※３

※１

※１ 事業場規模は調査時点（令和６年度）。労災支給決定時点とは異なる場合がある。

※２ 令和５年度の労災支給決定件数883件の内、事業廃止のほか事業場としての存続不明な６件を除く877件。

※３ 労働者数は令和３年経済センサス‐活動調査（総務省統計局）における調査票情報をもとに、厚生労働省労働基準局が独自集計。令和３年６月１日時点。

※２

労災認定件数を事業場規模別に見ると、
ストレスチェックの実施義務がない

小規模事業場において多い。

全体の４９．６％

全体の５２．５％



２ 全国労働衛⽣週間準備期間に実施する事項
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職場におけるメンタルヘルス対策【ストレスチェックの全事業場義務化へ】

50人以上の事業場 50人未満の事業場

産業医又は外部委託 外部委託

産業医又は外部委託

監督署への報告 実施結果の報告義務

ストレスチェック

医師の面接指導

産業医選任（義務）

50人未満の事業場の
負担等に配慮し、
施行までの十分な
準備期間を確保
※施行日は遅くとも
令和10年５月13日

③全国350の地域産業保健セン

ターの体制を強化、登録産業医が
面接指導を無料で実施

１人当たり数百円から千円程度（※）外部委託の場合、１人当たり数百円から千円程度（※）

外部委託の場合、高ストレス者１人当たり２万円程度（※）

①50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現

実的で実効性のある実施体制・実施方法についてマニュアルを作成

④監督署への報告義務は課さない

（※）厚生労働省が、ストレスチェック関連サービスを提供する健診機関等の外部機関を対象に実施したアンケート調査結果（令和６年）

②労働者のプライバシー保護の観

点から、原則、外部委託を推奨



２ 全国労働衛⽣週間準備期間に実施する事項

• 職場での熱中症による死亡者及び休業４日以上の業務上疾病者の数（以下合わせて「死傷者数」）は、

2024年に1,257人と、統計を取り始めた2005 年以降で最多。死亡者数は 31人と、統計を取り始めた1989

年以降、平成22年の47人に次いで多くなっている。

• 2024年の死傷者数1,257人を業種別でみると、製造業が235人、建設業が228人の順で多くなっている。死

亡者数は、31人のうち建設業が10人と最も多く発生しており、次いで、製造業が５人となっている。

5

職場の熱中症予防対策の推進【職場における熱中症による死傷者数の状況】

出典：厚生労働省作成「2024年（令和６年）職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）」



２ 全国労働衛⽣週間準備期間に実施する事項

6

職場の熱中症予防対策の推進【職場における熱中症対策の強化について】

• 令和７年６月１日から改正労働安全衛生規則が施行され、以下の条文が

新設された。

労働安全衛⽣規則 第612条の２ （熱中症を⽣ずるおそれのある作業）

①事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずる

おそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱

中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が⽣じた

疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報

告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知

させなければならない。

②事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずる

おそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業か

らの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせるこ

とその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその

実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容

及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf


３ 職場の健康診断実施強化月間について
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健康診断及び事後措置の実施の徹底

医師の意見の例

①通常勤務
②就業制限
③要休業

厚生労働省リーフレット↑

「労働安全衛生法に基づく

健康診断実施後の措置に

ついて」

厚生労働省リーフレット↑

「労働安全衛生法に基づく

健康診断を実施しましょう」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62293.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/100331-1a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001436958.pdf


３ 職場の健康診断実施強化月間について
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医療保険者との連携

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62293.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000753630.pdf


３ 職場の健康診断実施強化月間について

説明会終了後のアンケートについて
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• アンケートは参加者の出欠確認を兼ねるため、案内文に記載されたＩＤ（アル

ファベット１文字と２桁の数字）を回答してください。ＩＤがわからない場合は

会社名を回答してください。

• 令和７年９月末時点での定期健康診断及び一定の有害業務に従事する労働者に

対する特殊健康診断（有機溶剤、特定化学物質、石綿etc.）の実施の有無、医療

保険者に対するデータ提供の有無について、それぞれ回答してください。

• 今回の説明内容も含め、御質問・不明点等があれば、

浦河労働基準監督署 監督・安衛課（ＴＥＬ：0146－22－2113）

までお問い合わせください。

労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase_00005_15.html
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